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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部と操作部とを有する画像読取装置に画像処理装置を接続した画像読取システムの
制御方法であって、
　前記画像読取装置で読取った画像データの保存先の候補として前記表示部で表示するビ
ットマップの表示データを前記画像処理装置にて作成する作成工程と、
　前記画像処理装置から前記画像読取装置へ前記表示データを送る表示データ送信工程と
、
　前記表示データ送信工程にて送信された前記表示データを前記表示部で表示する表示工
程と、
　前記操作部から前記保存先の選択が入力される選択工程と、
　前記操作部から画像読取の開始が指示入力され、前記指示入力を前記画像読取装置から
前記画像処理装置に通知する指示工程と、
　前記選択工程での選択入力を、前記画像読取装置から前記画像処理装置へ通知する通知
工程と、
　前記指示工程に応じて、前記画像処理装置が前記画像読取装置を制御して画像の読取り
を行う読取工程と、
　前記画像読取装置から、前記読取工程で読取った画像データを前記画像処理装置に送る
読取データ送信工程と、
　前記画像処理装置にて、前記読取データ送信工程で送られてきた画像データを、前記通
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知工程で通知された保存先に画像データのファイルとして格納する保存工程とを有するこ
とを特徴とする画像読取システム制御方法。
【請求項２】
　前記保存先は、前記画像処理装置から保存が可能な記憶装置に在ることを特徴とする請
求項１に記載の制御方法。
【請求項３】
　前記ビットマップの表示データは、前記画像処理装置のオペレーティングシステムが管
理するフォントのデータを用いて作成することを特徴とする請求項１に記載の制御方法。
【請求項４】
　前記表示データは、前記保存先のフォルダ名を表示するためのデータであることを特徴
とする請求項１に記載の制御方法。
【請求項５】
　前記表示データは、更に前記保存先のパスを表示するためのデータを含むことを特徴と
する請求項４に記載の制御方法。
【請求項６】
　前記選択工程は、前記表示工程で表示される複数の前記表示データのうちの１つの表示
データを選択することを特徴とする請求項１に記載の制御方法。
【請求項７】
　表示部と操作部とを有する画像読取装置に画像処理装置を接続した画像読取システムの
制御プログラムであって、
　前記画像読取装置で読取った画像データの保存先の候補として前記表示部で表示するビ
ットマップの表示データを前記画像処理装置にて作成する作成工程と、
　前記画像処理装置から前記画像読取装置へ前記表示データを送る表示データ送信工程と
、
　前記表示データ送信工程にて送信された前記表示データを前記表示部で表示する表示工
程と、
　前記操作部から前記保存先の選択が入力される選択工程と、
　前記操作部から画像読取の開始が指示入力され、前記指示入力を前記画像読取装置から
前記画像処理装置に通知する指示工程と、
　前記選択工程での選択入力を、前記画像読取装置から前記画像処理装置へ通知する通知
工程と、
　前記指示工程に応じて、前記画像処理装置が前記画像読取装置を制御して画像の読取り
を行う読取工程と、
　前記画像読取装置から、前記読取工程で読取った画像データを前記画像処理装置に送る
読取データ送信工程と、
　前記画像処理装置にて、前記読取データ送信工程で送られてきた画像データを、前記通
知工程で通知された保存先に画像データのファイルとして格納する保存工程とを有するこ
とを特徴とする画像読取システムの制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示部と操作入力部を備えた画像読取装置と画像処理装置における画像読取
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の画像読取装置においては、備えられているボタン毎に画像読取の設定を
行うことができ、ボタンを押下することによって所望の設定で画像の読取を行うことがで
きた。
【０００３】
　図１２（１）は画像読取装置の外観を表した図である。図１２（１）において、１２０
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１はセットした原稿を押さえるための原稿台カバー、１２０２はフィルム読取り光源部を
保護するための保護シート、１２０３はフィルムを照明するフィルム読取り光源部、１２
０４は原稿を読取る原稿読取りユニット、１２０５は読取原稿を置く原稿台ガラス、１２
０７は原稿位置合わせマークを表している。反射原稿の場合、原稿台１２０５の上に原稿
を置き、原稿読取ユニット１２０４により原稿を読取る。画像読取装置は、コンピュータ
１５０（図示せず）とＵＳＢ等のインタフェースで接続する。
【０００４】
　図１２（２）は１２０６を拡大した図である。１２１１～１２１４のスキャナボタンを
押した場合の画像読取動作の設定を、コンピュータ１２１０側のソフトウェアにあらかじ
め登録することができる。１２１１のＣＯＰＹボタンに対しては、読取条件とプリンタを
設定し、ＣＯＰＹボタンの押下で、設定した条件で原稿をスキャンし、指定したプリンタ
に出力する。１２１２のＳＣＡＮボタンに対しては、原稿の種類、スキャンモード、原稿
のサイズ、解像度を設定し、また保存するファイル形式やファイル名、ファイルの保存先
と保存したファイルを開くアプリケーションを設定する。１２１３のＰＤＦボタンに対し
ては、１２１２のＳＣＡＮボタンと同様の設定が可能であり、さらに、保存されるファイ
ル形式をＰＤＦとする。１２１４のＥ－ＭＡＩＬボタンに対しては、１２１２のＳＣＡＮ
ボタンと同様の設定で、起動するアプリケーションにメールソフトを選択しておけば、Ｅ
－ＭＡＩＬボタンの押下により、新規送信メールに読取画像を添付することができる。
【０００５】
　これら１２１１～１２１４のスキャナボタンを押すと外部機器のコンピュータ１５０と
通信を行い、設定されている条件で画像を読取り、登録してあるアプリケーションを起動
して、読取った画像を渡すことができる。
【０００６】
　また、読取った画像を、画像読取装置とネットワークで繋がったコンピュータへ直接送
付する装置に関する特許出願（例えば特許文献１、２）があり、どのコンピュータに送付
するのかを選択することができる画像読取装置に関するものである。
【特許文献１】米国特許公開２００３／００４３４２３号公報
【特許文献２】米国特許公開２００３／００４８３０３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　画像読取装置の操作部では、ＳＣＡＮボタンや、ＰＤＦボタンを押すだけでは、画像フ
ァイルが格納されるフォルダを確認することができなかった。また、画像ファイルを送付
するコンピュータを確認できる画像読取装置があったが、１台のコンピュータに１つのフ
ォルダを宛てることができるのみで、かつ、送付先のコンピュータの登録を画像読取装置
で行うもので、画像読取装置の操作部や制御部が複雑であった。特に、多国語での表示を
行うには、各国語の文字フォントを画像読取装置で保持しておく必要があった。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決するため、本発明は、表示部と操作部とを有する画像読取装置に画像
処理装置を接続した画像読取システムの制御方法であって、前記画像読取装置で読取った
画像データの保存先の候補として前記表示部で表示するビットマップの表示データを前記
画像処理装置にて作成する作成工程と、前記画像処理装置から前記画像読取装置へ前記表
示データを送る表示データ送信工程と、前記表示データ送信工程にて送信された前記表示
データを前記表示部で表示する表示工程と、前記操作部から前記保存先の選択が入力され
る選択工程と、前記操作部から画像読取の開始が指示入力され、前記指示入力を前記画像
読取装置から前記画像処理装置に通知する指示工程と、前記選択工程での選択入力を、前
記画像読取装置から前記画像処理装置へ通知する通知工程と、前記指示工程に応じて、前
記画像処理装置が前記画像読取装置を制御して画像の読取りを行う読取工程と、前記画像
読取装置から、前記読取工程で読取った画像データを前記画像処理装置に送る読取データ
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送信工程と、前記画像処理装置にて、前記読取データ送信工程で送られてきた画像データ
を、前記通知工程で通知された保存先に画像データのファイルとして格納する保存工程と
を有することを特徴とする画像読取システム制御方法である。
【０００９】
　また、表示部と操作部とを有する画像読取装置に画像処理装置を接続した画像読取シス
テムの制御プログラムであって、前記画像読取装置で読取った画像データの保存先の候補
として前記表示部で表示するビットマップの表示データを前記画像処理装置にて作成する
作成工程と、前記画像処理装置から前記画像読取装置へ前記表示データを送る表示データ
送信工程と、前記表示データ送信工程にて送信された前記表示データを前記表示部で表示
する表示工程と、前記操作部から前記保存先の選択が入力される選択工程と、前記操作部
から画像読取の開始が指示入力され、前記指示入力を前記画像読取装置から前記画像処理
装置に通知する指示工程と、前記選択工程での選択入力を、前記画像読取装置から前記画
像処理装置へ通知する通知工程と、前記指示工程に応じて、前記画像処理装置が前記画像
読取装置を制御して画像の読取りを行う読取工程と、前記画像読取装置から、前記読取工
程で読取った画像データを前記画像処理装置に送る読取データ送信工程と、前記画像処理
装置にて、前記読取データ送信工程で送られてきた画像データを、前記通知工程で通知さ
れた保存先に画像データのファイルとして格納する保存工程とを有することを特徴とする
画像読取システムの制御プログラムである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の請求項１によれば、画像処理装置で登録しておいた画像データの格納場所を、
画像読取装置の操作部で選択し確認してから画像読取りを開始することができる。また、
本発明の請求項６、１１によれば、画像読取装置の表示部での表示データを画像処理装置
で作成登録することができるので、簡単な構成の画像読取装置とすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　（実施例１）
　図１に画像読取装置と画像処理装置としてのコンピュータの構成を示すブロック図を示
す。図１において、１００は画像読取装置、１０１は原稿であり、１１１の内部光源から
照射された原稿からの光は、１０２の結象レンズを通して、１０３の固体撮像素子である
ＣＣＤ上に結象する。１１０は内部光源１１１のＯＮ／ＯＦＦを制御するための内部光源
ＯＮ／ＯＦＦ制御回路である。なお、撮像素子はＣＣＤ以外にＣＯＭＳ等を使用すること
もできる。次に１０４はアナログゲイン調整器であり、ＣＣＤラインセンサ１０３から出
力されたアナログ画像信号を可変増幅する。光源１１１、結像レンズ１０２、ＣＣＤ１０
３は画像読取ユニットを構成し、パルスモータ１１３により原稿に対して副走査方向に移
動する。また、１１２はパルスモータ１１３を駆動するモータドライバ回路であり、画像
読取装置１００のシステム制御手段であるスキャナコントローラ１０９からの信号により
パルスモータ１１３の励磁切替え信号を出力する。１０５はＡ／Ｄ変換器であり、アナロ
グゲイン調整器１０４から出力されたアナログ画像信号をディジタル画像信号に変換する
。１０６は画像処理回路であり、ディジタル信号化された画像信号に対してオフセット補
正、シェーディング補正、デジタルゲイン調整、カラーバランス調整、マスキング、主・
副走査方向の解像度変換等の画像処理を行う。１０７はラインバッファであり、画像デー
タを一時的に記憶する部分であり、汎用のＲＡＭで実現している。１０８はインタフェー
ス回路であり、コンピュータ等の外部機器１５０と通信するためのものである。ＳＣＳＩ
、パラレル、ＵＳＢ、ＩＥＥＥ１３９４等のインタフェースが使用される。１１４は画像
処理を行う際のワーキングエリアとして用いられるオフセットＲＡＭである。このオフセ
ットＲＡＭ１１４は、ラインセンサ１０３がＲＧＢ用ラインセンサを各々所定のオフセッ
トを持って平行に配置されているので、そのＲＧＢライン間オフセットの補正用として用
いられる。また、オフセットＲＡＭ１１４は、シェーディング補正等の各種データの一時
記憶も行う。ここでは汎用のＲＡＭで実現している。１１５はガンマカーブを記憶し、ガ
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ンマ補正を行うためのガンマＲＡＭである。１０９は外部機器１５０からの命令にしたが
ってスキャナを制御するスキャナコントローラであり、モータドライバ回路１１２、内部
光源ＯＮ／ＯＦＦ制御回路１１０、画像処理回路１０６等を制御する。また、１１８は画
像読取装置１００の操作部に表示されるＬＣＤである。１１９はＬＣＤに表示するデータ
を書き込むＶＲＡＭである。このＬＣＤ１１８に表示する情報、およびＶＲＡＭ１１９は
、スキャナコントローラ１０９によって制御される。１２０は、操作入力部であり、複数
の押ボタンで構成されている。外部機器である１５０はホストコンピュータであり、モニ
タ１５１と接続されている。
【００１３】
　図２に本実施例における画像読取装置１００の平面図を示す。２０１は画像読取装置１
００の枠体、２０２はセンサユニット、２０３はセンサユニットを副走査方向へ移動する
基準となる基準軸、２０４はセンサユニット２０２に接続され基準軸に沿い動作させるた
めの動作ベルト、１１３はステッピングモータ、２０６はモータからの駆動をベルトに伝
えるためのギア群である。
【００１４】
　外部機器からスキャン命令を受けた画像読取装置のスキャナコントローラは、モータ１
１３を駆動し、ギア群２０６を介してベルトを駆動する。これによりセンサユニット２０
２が基準軸２０３に沿って副操作方向へ移動して画像を読み取る。
【００１５】
　２０７は基板であり、２０８はＵＳＢの接続コネクタ、２１０はセンサユニット２０２
と基板２０７を接続するためのフラットケーブル、２１１は外部電源であるＡＣアダプタ
の接続用コネクタである。
【００１６】
　図３（１）は画像読取装置１００の操作部の図である。３０１～３０４は操作入力部１
２０のスキャナボタンであり、これらのボタンを押下すると、夫々のボタンに対して設定
された条件にて原稿をスキャンする。（詳細は後述する。）３０５は読取画像の保存先フ
ォルダを表示するための液晶表示器（以下ＬＣＤ）である。３０６は複数のＰＤＦボタン
であり、これらのボタンを押すことによって、ＬＣＤ３０５に表示される「保存先フォル
ダ」の文字列が切り替わる。ＳＴＡＲＴボタン３０４を押すとスキャンが開始され、ＬＣ
Ｄに表示されている保存先フォルダに読取画像が保存される。
【００１７】
　図４には画像読取装置１００を制御するためのプログラムの構造を示す。４０１はＴＷ
ＡＩＮ規格に対応したアプリケーションで、スキャナボタン３０１～３０４の機能の設定
や各種フォーマットでファイルを保存するファイル作成ソフトである。ＴＷＡＩＮドライ
バ３０２経由で画像読取装置１００から画像を読取り、ユーザの指示により画像を処理し
、保存する機能を有する。ＴＷＡＩＮドライバ４０２はＴＷＡＩＮ規格に従い、ＴＷＡＩ
Ｎ対応アプリケーションに画像読取装置１００からの画像を渡すと共に、独自のＧＵＩ（
グラフィック・ユーザ・インタフェース）を表示することもできる。ＧＵＩはプレビュー
、プレビュー画像に対するクロップエリアの指定、解像度の設定、読取りモード（２値、
８ビット多値、２４ビット多値等）の設定、ガンマ補正等の色調整の設定等を行う機能を
有する。デバイスドライバ４０３は、画像読取装置１００の各モジュールの制御レジスタ
にアクセスし、シェーディングの制御、解像度やクロップ範囲に応じたモータスピードの
設定、ＴＷＡＩＮドライバから受け取ったガンマ補正データの画像読取装置１００への送
信処理、画像読取りのためのフロー制御を行う。ポートドライバ４０４はパラレル・イン
タフェース、ＳＣＳＩインタフェース、ＵＳＢインタフェース、ＩＥＥＥ１３９４インタ
フェース等のインタフェースに応じて画像読取装置１００との通信制御を行う。４０５は
Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）等の、ホストコンピュータ１５０のオペレーティングシステ
ム（ＯＳ）である。ボタンモニタ４０６は、画像読取装置１００の操作部にあるボタンが
押されたかを検知するモジュールであり、ある一定間隔のタイミングで、ボタンが押され
たかを常に検知している。ボタンが押されたことを検知すると、押されたボタンの情報を
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ファイル作成ソフト４０１に通知し、ファイル作成ソフトはボタンごとに設定されている
条件でＴＷＡＩＮドライバ３０２経由にて画像読取を行う。
【００１８】
　図５（１）は画像読取装置で読み込みを行う際に表示されるファイル作成ソフト４０１
のユーザ・インタフェースであり、ここでは、ＰＤＦ１～１０のボタンの設定画面を示し
ている。
【００１９】
　５０１はスキャンモード（カラー／グレー／白黒）を選択するプルダウンリスト、５０
２は解像度を選択するプルダウンリスト、５０３は原稿サイズを選択するプルダウンリス
トである。５０４は保存するファイル名を入力するテキストボックス、５０５は保存する
ファイルの種類を選択するプルダウンリストで、通常はＰＤＦファイルが選択されている
が、ＪＰＥＧ、ＢＭＰ、ＴＩＦＦ等の他の形式を指定することもできる。５０６はファイ
ルの保存先フォルダを表示するテキストボックス、５０７は保存先フォルダを選択するた
めのダイアログ５１２を表示するための参照ボタンであり、図４のボタン３０６に対応し
て各々保存先フォルダを登録している。５０９はスキャンした画像をどのアプリケーショ
ンで表示するかを設定するボタンであり、ここではＡｄｏｂｅ社のＡｃｒｏｂａｔＲｅａ
ｄｅｒを選択している。５０８はアプリケーションの設定を解除するボタンで、読取後の
画像の表示は行われず、保存のみ行われる。画像読取装置１００の操作部にあるボタン３
０１～３０４についても、夫々の動作に応じて同様に個別に設定することが可能である。
【００２０】
　適用ボタン５１１を押すと、５０６のテキストボックスで示された保存先フォルダの名
称を画像読取装置１００の表示部のＬＣＤ３０５にビットマップ表示するためのＢＭＰデ
ータに変更する処理を行う。この時に、表１に示す様に、複数のＰＤＦボタン３０６に対
して、それぞれの保存先フォルダ名と、保存先フォルダのパスと、表示用のＢＭＰデータ
とを対応させたテーブルを作成する。画像読取装置１００の操作部にあるＰＤＦボタン３
０６を押すと、画像読取装置１００と外部装置１５０が通信を行い、表１のテーブルを参
照し、保存先のフォルダ名のＢＭＰデータを画像読取装置に送信する。送信されたデータ
は、画像読取装置のＬＣＤ１１８に表示される。
【００２１】
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【表１】

【００２２】
　図６に示すフローチャートに沿って、画像読取装置１００の操作部のボタンを押下した
ときの動作を説明する。ここでは、予め図５の適用ボタンにより複数の保存先フォルダが
設定され、コンピュータには、表１のテーブルと、各ＰＤＦボタンに対応した表示用のＢ
ＭＰデータが保存されている場合を前提としている。まず、ステップ６０１にてコンピュ
ータ１５０を起動し（Ｓ６０１）、ステップ６０２にて画像読取装置１００の電源を投入
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するとと、コンピュータ１５０は、画像読取装置が接続されていることを検出し、読取動
作の前に、照明制御等の初期設定を行う（Ｓ６０２）。そしてステップ６０３で、ボタン
モニタ４０６がボタン検知を開始する。ボタンモニタ４０６は、インタフェースを介して
、定期的に画像読取装置１００の操作入力部１２０の複数のボタンの状態を監視する（Ｓ
６０３）。ステップ６０４にて、画像読取装置１００の操作部のＰＤＦボタン３０６が押
下された場合、ボタンモニタ４０６が押されたボタンを検知し、押されたボタンの情報を
ファイル作成ソフト４０１に通知する（Ｓ６０４）。ステップ６０５にてファイル作成ソ
フト４０１は、テーブル（表１）を参照し、押されたボタンに対応したフォルダ名のＢＭ
Ｐデータを取得する（Ｓ６０５）。ステップ６０６にて、画像読取装置へ取得したＢＭＰ
データを送信し、画像読取装置１００のＶＲＡＭ１１９に書き込む（Ｓ６０６）。ＶＲＡ
Ｍ１１９に書き込まれた保存先フォルダ名のＢＭＰデータはＬＣＤ１１８に表示される。
【００２３】
　次にステップ６０７にて、ＳＴＡＲＴボタン３０４が押された場合（Ｓ６０７）、ステ
ップ６０８にて、ボタンモニタ４０６がＳＴＡＲＴボタン押下である情報をファイル作成
ソフト４０１に通知し、ファイル作成ソフトは設定されている読取条件で画像の読取を開
始する（Ｓ６０８）。ステップ６０９にて、画像の読取終了後、ステップ６０６にて表示
した保存先フォルダに読取画像を保存する（Ｓ６０９）。同名のファイルが存在する場合
には、０００１、０００２，・・・と番号をファイル名に付加して保存する。ステップ６
１０にて、スキャンした画像を開くアプリケーションの設定がある場合（Ｓ６１０）、ス
テップ６１１にて、設定されたアプリケーションに読取画像を渡し、アプリケーション上
で読取画像が表示される（Ｓ６１１）。アプリケーションの設定がない場合、ステップ６
１２にて保存先のフォルダを開いて表示することで、操作者は、読取画像のファイル名が
新たに追加されているのを確認できる（Ｓ６１２）。
【００２４】
　なお、図６のフローでは図示していないが、ステップ６０４でのＰＤＦボタンの検出が
されていない状態で、ステップ６０７にてＳＴＡＲＴボタンの押下を検出した場合には、
ファイル名と保存先フォルダを設定するためのダイアログを表示し、設定入力後に画像読
取りを開始し、設定された保存先フォルダに保存する。また、電源投入後の初期設定で、
デフォルトのＰＤＦボタンが押された状態に設定して、対応の保存先フォルダを表示して
おくこともできる。
【００２５】
　図７に、ファイル作成ソフト４０１が保存先フォルダを登録するときの動作をフローチ
ャートに沿って説明する。図５にて説明したように、ステップ７０１にて参照ボタン５０
７を押下し、フォルダ選択ダイアログ５１２を表示する（Ｓ７０１）。ステップ７０２に
て、操作者は保存先フォルダを選択する。保存先のフォルダが選択されると、ＰＤＦボタ
ンと、フォルダ名と、フォルダのパスとを表１に示すテーブルに登録する（Ｓ７０２）。
ステップ７０３にて、設定するすべての保存先フォルダの登録が終了した場合（Ｓ７０３
）、ステップ７０４にて適用ボタン５１１を押す（Ｓ７０４）。ステップ７０５では、表
１のテーブルから各ＰＤＦボタンに対応する保存先フォルダの名称を取得し、これをＯＳ
（Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標））の関数ＧｅｔＧｌｙｐｙＯｕｔｌｉｎｅ（）により、Ｏ
Ｓが管理しているフォントを用いてテキストデータからＢＭＰデータに変換して保存する
（Ｓ７０５）。このＢＭＰデータを用いることにより、画像読取装置側に各国語フォント
のキャラクタジェネレータを搭載しないでも、ＬＣＤ１１８には、コンピュータ１５０で
表示されているフォルダ名を表示国語に対応してそのまま表示することができる。そして
ステップ７０６にて、表１のテーブルの複数のＰＤＦボタン３０６に対して、それぞれの
保存先フォルダ名のＢＭＰデータを対応させて追加して保存する（Ｓ７０６）。
【００２６】
　表１は、画像読取装置１００の操作部１２０にある各ＰＤＦ１～ＰＤＦ１０のボタン３
０６に対応した保存先フォルダ名のテーブルである。第一列は画像読取装置１００の操作
部にあるボタン名、第二列は各ボタンに対応した保存先フォルダ名、第三列は保存先フォ
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ルダのパスで、第四列は、第二列のフォルダ名をビットマップに変換したＢＭＰデータの
識別データを示す。
【００２７】
　（実施例２）
　図８に第２の実施例の画像読取装置８００と画像処理装置としてのコンピュータの構成
を示すブロック図を示す。８図において、画像読取装置８００が図１の画像読取装置１０
０と異なるところは、図１のスキャナコントローラ１０９に替わってＣＰＵ８０９を用い
たことであり、ＣＰＵ８０９にはプログラムを格納するためのＲＯＭ（８０９－１）とワ
ークエリアとして使用するＲＡＭ（８０９－２）を内蔵する。他は同じで、符号は図１の
１００番代にかえて８００番代を付している。
【００２８】
　図９は本発明の実施例２に関して、スキャナボタンを押下したときの動作を説明するフ
ローチャートである。まず、ステップ９０１にてコンピュータ（１５０）を起動し（Ｓ９
０１）、ステップ９０２にて画像読取装置（８００）の電源を入れコンピュータ（１５０
）と接続する。このとき、デバイスドライバ（４０３）がイニシャライズの動作を行なう
（Ｓ９０２）。ここまでは図６と同じである。次にステップ９０３にて、予め作成してお
いた保存先フォルダ名の表１のテーブルと、各ＰＤＦボタンに対応した表示用のＢＭＰデ
ータを画像読取装置（８００）に送信する。送信されたデータはＣＰＵ（８０９）がＲＡ
Ｍ（８０９－２）に保存する（Ｓ９０３）。そしてステップ９０４にて、ボタンモニタ（
４０６）がボタン検知を開始する（Ｓ９０４）。ステップ９０５にて、操作部のＰＤＦボ
タン（４０６）が押下されたのを検出した場合（Ｓ９０５）、ステップ９０６にて、押さ
れたボタンに対応したフォルダ名ＢＭＰデータをＣＰＵのＲＡＭ（８０９－２）から呼び
出し、ＶＲＡＭ（８１９）に書き込む。ＶＲＡＭ（８１９）に書き込まれたフォルダ名の
ＢＭＰデータはＬＣＤ（８１８）に表示される（Ｓ９０６）。Ｓ９０７～Ｓ９１２までの
動作は実施例１と同様である。
【００２９】
　図１０は本発明の実施例２に関して、ファイル作成ソフト（４０１）が保存先フォルダ
を登録するときの動作を説明するフローチャートである。ステップ１００１からステップ
１００６までは、図７のステップ７０１からステップ７０６までと同じで、実施例２では
さらにステップ１００７にて、ステップ１００６で保存したフォルダ名の表１のテーブル
とＢＭＰデータを画像読取装置（１００）に送信する。送信したデータはＣＰＵ（８０９
）によりＲＡＭ（８０９－２）に保存される（Ｓ１００７）。
【００３０】
　以上に示す様に、実施例２では、保存先フォルダが新しく登録される度に、新しいテー
ブルとＢＭＰデータが画像読取装置に記憶されるので、ＰＤＦボタン３０６の押下に対応
したＬＣＤ３０５でのＢＭＰデータの表示を迅速に行うことができる。
【００３１】
　（実施例３）
　画像読取装置（１００）の操作部に、図３とは別のものを用いた例を図１１に示す。３
１１～３１４はスキャナボタン、３１５はスキャン画像の保存先フォルダを表示するため
のＬＣＤであり、図３と同じである。３１６はＬＣＤ（３１５）に表示される「保存先フ
ォルダ」の文字列の表示を切り替える上下キーであり、上ボタン、下ボタンに従って、表
１のフォルダ名の表示行の上下を選択して、対応のＢＭＰデータをＬＣＤ３１５に表示す
る。ここでは、表１の６行目を示す「ＰＤＦ６：」も付加して表示している。ここでＳＴ
ＡＲＴボタン（３１４）を押すと原稿画像の読取が開始され、ＬＣＤ（４１５）に表示さ
れている保存先フォルダにスキャン画像が保存される。図３に比べて操作部の面積を小さ
くでき、ボタンの数を少なくできるとともに、登録できるフォルダ数の上限はＰＤＦボタ
ンの数に制限されない。
【００３２】
　（その他の実施例）
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　上記の実施例では、ＬＣＤに表示するデータをフォルダ名のみ、あるいは、表の行番号
を付加して表示したが、フォルダのパスをＢＭＰデータとして作成しておいて表示するこ
ともできる。また、フォルダの情報に限らず、解像度やカラーモード（カラー／グレー／
白黒）、原稿サイズ（Ａ４／Ｂ５など）やファイル形式（ＰＤＦ／ＪＰＥＧなど）といっ
たスキャン設定の情報をＢＭＰデータとして作成しておいて表示することもできる。また
、表示するＢＭＰデータがＬＣＤの表示領域よりも長いときには、自動でスクロールさせ
るか、スクロールボタンを用いることもできる。
【００３３】
　登録できるフォルダは、表１の例ではコンピュータ１５０のＣドライブ以下のものを例
示しているが、これに限らず、コンピュータ１５０からパスで指定して記録ができる記録
装置のフォルダであれば、登録できる。たとえば、ネットワークを介して繋がっているフ
ァイルサーバのフォルダや、ネットワークを介して繋がっている他のコンピュータに設定
されている「共有フォルダ」であっても、操作者に記録の許可があれば登録することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本実施例１の画像読取装置のハード構成を示す図である。
【図２】本実施例１の画像読取装置のメカ構成の平面図である。
【図３】本実施例１の画像読取装置の操作部を示す図である。
【図４】本実施例１の画像読取装置を制御するソフトウェア構成図である。
【図５】本実施例１の画像読取装置を制御するアプリケーションのユーザインターフェー
スを示す図である。
【図６】本実施例１における画像読取装置のボタンを押下したときの動作を説明するフロ
ーチャートである。
【図７】本実施例１における保存先フォルダを登録する動作を説明するフローチャートで
ある。
【図８】本実施例２の画像読取装置のハード構成を示す図である。
【図９】本実施例２の画像読取装置のボタンを押下したときの動作を説明するフローチャ
ートである。
【図１０】本実施例２における保存先フォルダを登録する動作を説明するフローチャート
である。
【図１１】本実施例３の画像読取装置の操作部を示す図である。
【図１２】従来の画像読取装置の外観図である。
【符号の説明】
【００３５】
　１００　画像読取装置
　１５０　コンピュータ（画像処理装置）
　１１８、３０５　ＬＣＤ（表示器）
　１２０　操作部
　３０４　スタートボタン
　３０６　ＰＤＦボタン
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